
瀬戸市訓令第２号  

本 庁  

公 所  

瀬戸市決裁規程（昭和３７年瀬戸市訓令第１号）の一部を次のように改

正する。  

平成３１年３月２８日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

 



次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（市長の決裁事項） （市長の決裁事項） 

第４条 市長は、おおむね次の事項を決裁する。 第４条 市長は、おおむね次の事項を決裁する。 

⑴から⑼まで ＜省略＞ ⑴から⑼まで ＜省略＞ 

⑽ 訴訟及び審査請求その他の不服申立てに関すること。 ⑽ 重要な訴訟及び審査請求その他の不服申立てに関すること。 

⑾から⑿まで ＜省略＞ ⑾から⑿まで ＜省略＞ 

別表第１（第４条―第６条関係） 別表第１（第４条―第６条関係） 

１ 庶務関係 １ 庶務関係 

決裁区分 

決裁事項 

市長 副市長 部長共通 課長共通 備考 

＜省略＞ 

要綱その他行

政の運用基準

の制定及び改

廃 

＜省略＞  ＜省略＞  ＜省略＞ 

 ＜省略＞ ＜省略＞    ＜省略＞ 

訴訟 重要なも

の 

 軽易なも

の（その

目的の価

額が５０

万円以下

の金銭債

権の訴え

  

決裁区分 

決裁事項 

市長 副市長 部長共通 課長共通 備考 

＜省略＞ 

要綱その他行

政の運用基準

の制定及び改

廃 

＜省略＞  ＜省略＞  ＜省略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ ＜省略＞    ＜省略＞ 



の提起に

関するこ

と に 限

る。） 

情報公開    ＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞  ＜省略＞   

＜省略＞ 

 

３ 財務関係 

 

 

情報公開    ＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞  ＜省略＞   

＜省略＞ 

 

 ３ 財務関係 

決裁区分 

決裁事項 

市長 副市長 部長共通 課長共通 備考 

＜省略＞ 

収

入

の

徴

収 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞    ＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞  ＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞  

イの徴収猶

予、その取

消し、徴収

の嘱託、滞

納処分、過

誤納整理 

   ①差押処分 

②差押物件の公売

公告 

③徴収猶予及び換

価の猶予、その

取消し 

 

  

決裁区分 

決裁事項 

市長 副市長 部長共通 課長共通 備考 

＜省略＞ 

収

入

の

徴

収 

＜

省

略

＞ 

＜省略＞    ＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞  ＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞  

イの徴収猶

予、その取

消し、徴収

の嘱託、滞

納処分、過

誤納整理 

  ①差押処 

 分 

②差押物件

の公売公

告 

 

 

 

①徴収猶予及び換

価の猶予、その

取消し 

 

 

 

 

 

 



④徴収の嘱託 

⑤差押物件の換価

処分 

⑥差押物件の売却

通知 

⑦換価代金の配当 

⑧差押えの解除 

⑨交付要求 

⑩過誤納金の整理 

＜省略＞   ＜省略＞   

＜省略＞ 
 

②徴収の嘱託 

③差押物件の換価

処分 

④差押物件の売却

通知 

⑤換価代金の配当 

⑥差押えの解除 

⑦交付要求 

⑧過誤納金の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞   ＜省略＞   

＜省略＞ 
  



附 則 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。  

 


